
特記仕様書　P12　第2章 第4節　4)
「ガラリ、換気設備等で室内温度を適温に保つようにすること」、
とありますが、既設のガラリ、換気設備にてという意味でしょう
か？　それとも新たにガラリや換気設備を設置するということで
しょうか？その場合、その費用は設計書のどの項目で計上され
ているのでしょうか？

既設のガラリ、換気設備にて行います。ただし、電子機器の許容温度上限
を超えないよう室内温度を保ってください。また、室内の換気がスムーズに
なるよう機器の配置等を考慮してください。
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設計書　（３）－（１２）　内訳書　第12号　複合工
項目に、「構造物とりこわし工」、「型枠工」、「無筋コンクリート」
がありますが、何の作業を計上したものでしょうか？

回　　　　答質疑事項No

ポンプ運用に関連しない作業については、施行は可能です。2

3

4

1
雨季にNo.1,2の2台が使用でき、乾季にNo.1,2のどちらか1台が使用できる
工程になります。詳細は協議によります。

特記仕様書　P12　第2章 第4節　4)
汚水ポンプの更新スケジュール、工程をご教示ください。

特記仕様書　P12　第2章 第4節　4)
「施工は乾季（11～5月）に行うものとする」、とありますが、汚水
ポンプの運用に関連する作業に対して、という解釈でよろしいで
しょうか？（例えば３階への機器搬入据付作業、ラック工事は乾
季外でも施工可能でしょうか？）

図面番号E-19の水道管、排水管の壁貫通部の作業です。
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特記仕様書　P13　第2章 第5節　2）

予備品記載事項は，新設盤（汚水ポンプVVVF盤）に関するものと理解
してよろしいでしょうか。

よろしいです。

7

図面番号E-13及び，設計書（3）-（9）内訳書 第9号 その他器具類

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出圧力上昇検知用の圧力ｽｲｯﾁは，機械工事範疇でなく電
気工事手配なのでしょうか。
また，電気工事手配の場合，圧力ｽｲｯﾁの具体的仕様及び推奨ﾒｰｶｰ
を御教示下さい。

電気工事手配です。ポンプ吐出し圧力（使用圧力0.156MPa）に適した仕様
のものになりますが、推奨メーカ等は受注後の協議によります。

No 質疑事項 回　　　　答

5

特記仕様書　P9　第2章 第3節　1）

汚水ポンプ の下記仕様について御教示下さい。
 　電動機 力率及び効率

受注後、機械メーカとの協議により決定します。
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